
医療措置協定締結に係るＱ＆Ａ 

（令和６年４月４日 最終更新・第４版） 

【協定全般】 

Ｑ１．医療措置協定とはどのようなものか。 

Ｑ２．すべての医療機関が協定を締結しなければならないのか。 

Ｑ３．協定を締結した場合、その内容は必ず実施しなければならないのか。 

Ｑ４．第８条に記載されている、協定の内容を実施することができない「正当な理由」とは具体

的に何か。 

Ｑ５．協定の内容に違反したら、罰則規定等はあるのか。 

Ｑ６．協定を締結した場合、その内容は公表されるのか。 

Ｑ７．協定はどのような感染症を想定しているのか。 

Ｑ８．実際に発生した新たな感染症が新型コロナウイルス感染症とは全く異なるものだった場

合、協定の内容は見直されるのか。 

Ｑ９．協定を締結した場合、平時から実施しなければならないことはあるのか。 

Ｑ１０．協定第９条の「協定の実施状況等の報告」とはどのようなものか。 

Ｑ１１．協定の締結後に協定の内容に変更が生じた場合、その都度協定の変更を行う必要が

あるか。  

Ｑ１２．「流行初期期間」、「流行初期期間経過後」とは何か。 

Ｑ１３．流行初期期間よりも前の対応はどうなっているのか。 

Ｑ１４．公的医療機関等は、感染症発生時の医療の提供が義務付けられるのか。 

Ｑ１５．協定を締結するメリットはあるか。 

Q１５－１．Ｑ１５の検査機器の補助について、ＰＣＲ法の検査機器のみが補助対象となるか。 

Ｑ１６．新型インフルエンザ等感染症等発生時には、病床確保料などの補助金はあるのか。 

Ｑ１７．新型インフルエンザ等感染症等発生時に感染症患者に対応した場合、診療報酬は上

乗せされるのか。 

 



Ｑ１８．新型インフルエンザ等感染症等発生後、補助金や診療報酬の上乗せが実施されるまで

の間の財政支援はあるか。 

Ｑ１９．流行初期医療確保措置の対象となるのは、どのような医療機関か。 

Ｑ２０．新興感染症の医療費も公費負担医療の対象となるか。 

Ｑ２１．協定の締結はどのように行うのか。 

Ｑ２２．電子メールで締結する場合、協定締結に合意したことをどのように確認するのか。 

Ｑ２３．協定の効力はいつから発生するのか。 

Ｑ２４．協定の有効期間はいつまでか。 

Ｑ２５．協定の締結者は、医療機関の管理者ではなく、医療機関の開設者（法人の代表者）とし

てもよいか。 

Ｑ２６．協定の締結者である医療機関の管理者に変更があった場合、協定の再締結が必要か。 

Ｑ２７．協定指定医療機関とは何か。 

Ｑ２８．新型コロナウイルス感染症は、今後は医療措置協定に基づいて対応するのか。 

 

【病床確保】 

Ｑ２９～Ｑ３４．省略。 

 

【発熱外来】 

Ｑ３５．県の要請があった場合、いつまでに発熱外来を実施しなければならないか。 

Ｑ３６．診療、検査の対象を自院のかかりつけ患者に限定してもよいか。 

Ｑ３７．協定を締結する場合、発熱外来で１日最低何人以上は診察しなければならないという

決まりはあるのか。 

Ｑ３８．検査の実施能力には抗原検査を含むか。 

Ｑ３９．医療機関で検体の採取のみ行い、分析は民間検査機関等に委託する場合も、協定に

おける検査の実施能力に含むか。 

Ｑ４０．自院で核酸検出検査を行っている場合、「発熱外来の対応可能数」、「核酸検出検査の



実施能力」はどのように記載すればよいか。 

 

【自宅療養者等への医療の提供】 

Ｑ４１．かかりつけ患者や嘱託医となっている施設の療養者、平時から訪問看護を利用してい

る利用者へのみ対応する場合でも協定の締結は可能か。 

Ｑ４２．協定締結医療機関が、往診や訪問看護をした結果、新興感染症等に罹患した場合の

補償等はあるのか。 

Ｑ４３．健康観察とは何をするのか。 

Ｑ４４．「電話・オンライン診療」と「健康観察」の違いは何か。 

 

【後方支援】 

Ｑ４５．省略 

 

【人材派遣】 

Ｑ４６～Ｑ４８．省略 

 

【個人防護具の備蓄】 

Ｑ４９．協定を締結した場合、個人防護具は２か月分を備蓄しなければならないのか。 

Ｑ５０．新型コロナ対応時に使用実績がない個人防護具がある場合は、当該品目について「使

用量２か月分」を０枚（備蓄数０枚）としてもよいか。 

Ｑ５１．個人防護具の購入は補助があるのか。 

Ｑ５２．個人防護具の備蓄方法は、物資の取引先と提携し、有事に優先供給の取り決めをする

こと（優先供給契約）でも可能か。 

  



【協定全般】 

 

Ａ１．令和４年の感染症法改正により、新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえて、感

染症発生・まん延時の役割の明確化を図るとともに、平時からの備えを確実に行うため、

都道府県と医療機関がその機能・役割に応じた協定（医療措置協定）を締結する仕組みが

法定化されました。この医療措置協定では、新興感染症発生・まん延時に医療機関が講ず

べき措置として５項目（①病床確保 ②発熱外来、③自宅療養者への医療の提供、④後方

支援、⑤人材派遣）を記載しており、このうち１つ以上の措置を講ずることができる場合に、

県と医療機関が合意の上、協定を締結します。（診療所については、②、③のみ） 

 

      

Ａ２．県と医療機関で合意が成立した場合に協定を締結するものであり、すべての医療機関

が締結しなければならないということではありません。締結は任意ですが、新興感染症発

生時に速やかに医療提供体制を確保できるようにするため、できる限り協定締結に御協力

いただきますようお願いします。（特に、新型コロナの対応実績のある医療機関（入院受入

医療機関、外来対応医療機関等）においては、積極的な御協力をお願いします。） 

 

 

Ａ３．発生した感染症の性状が当初の想定と大きく異なる場合や医療機関内の感染拡大で人

員が不足する場合などの正当な理由がある場合を除き、協定内容を実施することが求めら

れます。正当な理由なく協定内容を実施しない場合には、感染症法に基づく措置（勧告、指

示、公表）が行われることがあります。 

 

 

Ｑ１．医療措置協定とはどのようなものか。 

  

Ｑ２．すべての医療機関が協定を締結しなければならないのか。 

  

Ｑ３．協定を締結した場合、その内容は必ず実施しなければならないのか。 

Ｑ４．第８条に記載されている、協定の内容を実施することができない「正当な理由」とは具

体的に何か。 

  



Ａ４．「正当な理由」については、感染状況や医療機関の実情に即した個別具体の判断となり

ますが、「医療機関内の感染拡大等により、医療機関内の人員が縮小している場合」や、

「ウイルスの性状等が協定締結時に想定していたものと大きく異なり、患者一人当たりに必

要となる人員が異なる場合」、「感染症以外の自然災害等により、人員や設備が不足して

いる場合」等、協定締結時の想定と異なる事情が発生し、協定に沿った対応が困難である

場合が考えられます。 

 

 

Ａ５．協定を締結した医療機関が正当な理由なく措置を講じない場合、改正感染症法第３６条

の４に基づき、勧告・指示・公表の措置の対象となる場合があります（協定第８条に記載）。

ただし、勧告・指示等の措置の実施に当たっては、措置を行う前に、地域の医療機関等の

関係者間での話し合いに基づく調整を行い、締結した協定の措置を講じないことによる患

者の生命・健康等への影響や代替手段の有無等を総合的に考慮して、慎重に判断するこ

ととされています。また、都道府県において勧告・指示・公表の是非の判断に当たっては、

都道府県医療審議会等の意見を聴取するなど、手続きの透明性の確保が求められていま

す。 

 

   

Ａ６．各医療機関と締結した協定内容は、改正感染症法第３６条の３第５項の規定により、イ   

ンターネット等により都道府県において公表することとされています。公表に当たっては、患

者の選択にも資するよう、できる限りわかりやすく公表することが求められていることから、

具体的には、①医療機関名、②協定の内容（措置の事項）を一覧にして県ホームページ等

において公表することを想定しています。 

 

Ａ７．協定は、感染症法で規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症を

Ｑ５．協定の内容に違反したら、罰則規定等はあるのか。 

 

Ｑ６．協定を締結した場合、その内容は公表されるのか。 

 

Ｑ７．協定はどのような感染症を想定しているのか。 

 



対象としていますが、協定の締結に当たっては、これまでの対応の教訓を生かすことがで

きる新型コロナウイルス感染症と同程度の感染症を想定しています。 

 

 

Ａ８．協定第６条において、実際に発生・まん延した感染症の性状が事前の想定と大きく異な

る場合には、協定の内容について機動的に変更し、状況に応じて柔軟に対応を行うことに

ついて医療機関と速やかに協議することとしています。 

   なお、協定第８条において、実際に発生・まん延した感染症の性状が事前の想定と大きく

異なる場合には、感染症法で定める勧告等の措置を行わない旨規定しています。 

 

 

Ａ９．協定第１０条において、「平時における準備」が規定されており、医療従事者等への研  

修・訓練の実施又は外部機関が実施する医療機関向けの研修・訓練に医療従事者等を参

加させるよう努めること、措置を講ずるに当たっての対応の流れを点検することが求められ

ます。 

また、協定第９条において、「協定の実施状況等の報告」が規定されており、県から協定

に基づく措置の実施状況及び当該措置に係る医療機関の運営状況等について報告の求

めがあったときは、速やかに報告することが求められます。 

 

 

Ａ１０．報告については、医療機関等情報支援システム（G-MIS※）上での報告とし、①平時に

おいては、年１回、協定の措置に係る協定締結医療機関の運営の状況等を、②感染症発

生・まん延時においては、感染状況に応じて随時協定の措置の実施の状況等を、それぞれ

報告することになります。 

Ｑ８．実際に発生した新たな感染症が新型コロナウイルス感染症とは全く異なるものだった

場合、協定の内容は見直されるのか。 

 

Ｑ９．協定を締結した場合、平時から実施しなければならないことはあるのか。 

 

Ｑ１０．協定第９条の「協定の実施状況等の報告」とはどのようなものか。 

 

  

 

 

 

 



（※）G-MIS：厚生労働省の医療機関等情報支援システム。厚生労働省が全国の医療機関

から、病院の稼働状況、病床や医療スタッフの状況、受診者数、検査数、医療機器（人工

呼吸器等）や医療資材（マスクや防護服等）の確保状況等を一元的に把握・支援するもの。 

 

 

Ａ１１．協定内容に変更が生じた場合は、県と協議の上、協定の変更を行う必要がありますが、

軽微な変更については、双方に変更の記録を残せば協定の変更までは不要とされていま

す。 

 

 

Ａ１２．「流行初期期間」は、新型インフルエンザ等感染症等の発生の大臣公表後から３か月

程度の期間を指し、「流行初期期間経過後」は、流行初期期間経過後から３か月程度（大

臣公表後から６か月程度）の期間を指します。「流行初期期間」では、新型コロナ発生１年

後の体制（2020 年 12 月）を、「流行初期期間経過後」では、新型コロナ対応で確保した最

大の体制（2022 年 12 月以降）を前倒しで確保することを目標としています。 

 

 

Ａ１３．新型インフルエンザ等感染症等の発生の大臣公表前は、感染症指定医療機関の感染

症病床で対応し、国において国内外の最新の知見等を情報収集します。 

 

 

Ａ１４．公立・公的医療機関、地域医療支援病院、特定機能病院の管理者は、感染症法第 36

条の２の規定に基づき、感染症の発生・まん延時に担うべき医療の提供が義務付けられま

す。なお、義務付けられる医療の提供の内容は、医療措置協定で定める内容を上回ること

Ｑ１１．協定の締結後に協定の内容に変更が生じた場合、その都度協定の変更を行う必要

があるか。  

 

 

 

 

Ｑ１２．「流行初期期間」、「流行初期期間経過後」とは何か。 

 

Ｑ１３．流行初期期間よりも前の対応はどうなっているのか。 

 

Ｑ１４．公的医療機関等は、感染症発生時の医療の提供が義務付けられるのか。 

 



を想定していません。 

 

【医療の提供が義務付けられる医療機関】 

・次の者が開設する医療機関（公的医療機関等） 

○都道府県 ○市町村 ○地方公共団体の組合 ○日本赤十字社 ○済生会 

○健康保険組合 ○独立行政法人地域医療機能推進機構 

○独立行政法人国立病院機構  

・特定機能病院 

・地域医療支援病院 

 

 

Ａ１５．一定の要件を満たした場合、以下の施設・設備整備に対する支援を受けることができ

ます。 

（１）病床確保を内容とする協定締結医療機関が実施する、感染症の対応に適した個室病 

床の設備、多床室を個室化するための可動式パーテーションの設置、ゾーニングのため

の病棟出入口の扉の設置、個人防護具保管庫の整備等の施設整備に対する補助 

（２）発熱外来又は自宅療養者等医療を内容とする協定締結医療機関（訪問看護事業所、薬

局を含む。）が実施する、個人防護具保管庫の整備に対する補助 

（３）病床確保又は発熱外来を内容とする協定締結医療機関が実施する、感染症の対応に

適した以下の設備整備に対する補助 

〔病床確保〕 

・簡易陰圧装置、検査機器（PCR 検査装置）、簡易ベッド 

〔発熱外来〕 

・検査機器（汎用 PCR 検査機器）、簡易ベッド、HEPA フィルター付き空気清浄機（陰圧対 

応可能なもの） 

※協定による病床確保、発熱外来又は自宅療養者等医療に関係する施設・設備に限ります。 

Ｑ１５．協定を締結するメリットはあるか。 

 

 

 

 



※設備整備は、新規購入・増設の場合に補助対象となり、更新は補助対象となりません。 

※補助率は次のとおりです。 

・個室整備：国１／３、県１／３、事業者１／３ 

・個室整備以外：国１／２、県１／２ （事業者負担なし） 

 

 また、一定の要件を満たした場合、次のとおり診療報酬の加算の対象となります。（令和６年

度診療報酬改定：令和６年６月１日施行） 

   ［感染対策向上加算１］ 

     ・点数：710 点 

     ・算定要件：入院初日 

     ・施設基準（一部)：第一種協定指定医療機関(病床確保の措置を講ずるもの)であること 

  ［感染対策向上加算２］ 

    ・点数：175 点 

    ・算定要件：入院初日 

    ・施設基準（一部）：第一種協定指定医療機関(病床確保の措置を講ずるもの)であること 

  ［感染対策向上加算３］ 

    ・点数：75 点 

    ・算定要件：入院初日＋入院期間が 90 日を超える毎に１回 

    ・施設基準（一部）：第一種協定指定医療機関(病床確保の措置を講ずるもの)であること 

    又は第二種協定指定医療機関（発熱外来に係る措置を講ずるものに限る）であること。 

  ［外来対策向上加算］ 

    ・点数：６点（＋20 点） 

    ・算定要件：施設基準を満たす診療所において、初診を行った場合、患者１人の外来診 

            療につき月１回に限り６点を所定点数に加算。ただし、発熱患者等に対して 

           適切な感染防止対策を講じた上で初診を行った場合は、発熱患者等加算 

           として、月１回に限り 20 点を更に所定点数に加算。 



    ・施設基準(一部）：第二種協定指定医療機関（発熱外来に係る措置を講ずるものに限 

               る）であること 

    ※ 経過措置として、令和６年３月 31 日において現に加算の届出を行っている保険医療 

      機関については、同年 12 月 31 日までの間に限り、上記の施設基準を満たしている

ものとみなす。 

 

 Ａ１５－１．お見込のとおり、PCR 法の検査機器のみが補助対象となります。 

     医療措置協定の核酸検出検査の実施能力では、LAMP 法、TRC 法、TMA 法、NEAR 法 

等の等温核酸増幅装置による検査も含まれますが、補助の対象は PCR 法の検査機器に 

限られます。 

医療措置協定 設備整備補助 

PCR 法に限らない。 PCR 法に限る。 

 

 

Ａ１６．いわゆる病床確保料などの補助金（措置の実施に要する費用）については、新型イン

フルエンザ等感染症等発生後に国において感染症の特性や感染状況等を踏まえ検討する

こととなっています。 

 

 

Ａ１７．新型インフルエンザ等感染症等発生後に国において感染症の特性や感染状況等を踏

まえ、補助金と合わせ診療報酬の上乗せを検討することとなっています。 

 

Ｑ１５－１．Ｑ１５の検査機器の補助について、ＰＣＲ法の検査機器のみが補助対象となる

か。 

 

 

 

Ｑ１６．新型インフルエンザ等感染症等発生時には、病床確保料などの補助金はあるのか。 

Ｑ１７．新型インフルエンザ等感染症等発生時に感染症患者に対応した場合、診療報酬は

上乗せされるのか。 



 

Ａ１８．流行初期において、協定に基づき病床の確保又は発熱外来を実施する医療機関のう

ち県の定める基準を満たす医療機関については、流行初期医療確保措置による財政支援

の対象となります。流行初期医療確保措置は、流行初期から、協定に基づく対応により一

般医療の提供を制限して感染症医療（病床確保又は発熱外来）を行う医療機関に対して、

感染症医療の提供を行った月の診療報酬収入が、感染症流行前の同月の診療報酬収入

を下回った場合に、その差額が支払われるものです（減収補てん）。その上で、補助金や診

療報酬の上乗せなど各種補助制度が整備された段階で、感染症流行前の診療報酬収入

と、当該年度の診療報酬収入に補助金を加えた収入との差額になるよう精算を実施します。

（支援額の範囲内で補助金の額を返還） 

 

 

Ａ１９．流行初期から感染症医療（病床確保又は発熱外来）を担う医療機関のうち、県の定め

る基準を満たす医療機関は流行初期医療確保措置による支援の対象となります。県の基

準については、厚生労働省が示す基準を参酌して、医療機関との協議結果や地域の実情

等も勘案した上で、次のとおり定めています。 

［群馬県の基準］ 

○病床確保 

①知事の要請後１週間以内に措置を実施すること 

②病床を「15 床以上」又は「10 床以上かつ重症病床を１床以上」確保し継続して対応でき 

ること 

③病床の確保に当たり影響が生じ得る一般患者への対応について、後方支援を行う医療 

機関との連携も含め、あらかじめ確認を行うこと 

○発熱外来 

Ｑ１８．新型インフルエンザ等感染症等発生後、補助金や診療報酬の上乗せが実施される

までの間の財政支援はあるか。 

Ｑ１９．流行初期医療確保措置の対象となるのは、どのような医療機関か。 



①知事の要請後１週間以内に措置を実施すること 

②１日あたり 10人以上の発熱患者を診察できること 

③二次救急医療機関であること 

 

 

Ａ２０．改正感染症法により、協定を締結して実施する部分について、新たに公費負担医療 

となります。患者の入院を受け入れる医療機関又は発熱外来や自宅療養者等（高齢者施

設等の入所者を含む。）の外来医療・在宅医療を担当する医療機関として通知を受けたも

の及び協定を締結したものについて、新たに都道府県知事が指定する指定医療機関の類

型に位置付けた上で、当該医療機関により実施される入院医療・外来医療・在宅医療が公

費負担医療の対象となります。 

 

A２１．原則として、電子メールでの協定締結を予定しています。この場合、押印は不要です。  

    なお、診療所については、郵送での協定締結を予定しています。 

 

 

A２２．県から協定が添付されたメールに対する返信メールの中で合意する旨を記すなどの意

思表示を行っていただき、県と医療機関の管理者による合意が明示される方法により確認

します。 

 

 

Ａ２３．令和５年度中に協定を締結する場合には、感染症法附則第 10 条の規定に基づき、令

和６年４月１日に締結されたものとみなされ、令和６年４月１日から効力が発生します。法が

施行される令和６年４月１日以降に協定を締結した場合は、締結日から効力が発生します。 

 

Ｑ２０．新興感染症の医療費も公費負担医療の対象となるか。 

 

Ｑ２１．協定の締結はどのように行うのか。 

 

Ｑ２２．電子メールで締結する場合、協定締結に合意したことをどのように確認するのか。 

Ｑ２３．協定の効力はいつから発生するのか。 

 



 

Ａ２４．令和９年３月３１日（診療所は令和７年３月３１日）までです。なお、有効期間満了の日

の３０日前までに変更の申し出等がない場合は、同一条件により３年間（診療所は１年間）

更新するものとし、その後も同様とします。 

   

 

Ａ２５．感染症法上、医療機関の管理者と協定を締結することとされており、締結者は開設者 

ではなく管理者としてください。 

 

Ａ２６．医療機関の管理者が替わった場合であっても、協定に基づく権利義務は承継されるた

め、協定の再締結は不要です。 

 

 

Ａ２７．令和６年４月１日施行の改正感染症法において新たに次のとおり定義されたものです。

協定締結と同時期に該当医療機関に対して県から指定通知を行う予定です。 

 

【第一種協定指定医療機関】 

医療措置協定に基づき病床を確保する医療機関として都道府県知事が指定した病院

又は診療所 

【第二種協定指定医療機関】 

医療措置協定に基づき発熱外来や自宅療養者等に対する医療の提供を実施する医療

機関等として都道府県知事が指定した病院、診療所、薬局又は訪問看護事業所 

Ｑ２４．協定の有効期間はいつまでか。 

 

Ｑ２５．協定の締結者は、医療機関の管理者ではなく、医療機関の開設者（法人の代表者）

としてもよいか。 

Ｑ２６．協定の締結者である医療機関の管理者に変更があった場合、協定の再締結が必要

か。 

Ｑ２７．協定指定医療機関とは何か。 

 

 



 

 

Ａ２８．５類感染症である現在の新型コロナウイルス感染症への対応は医療措置協定の対象

外です。 

 

【病床確保】 

 
  

Ｑ２８．新型コロナウイルス感染症は、今後は医療措置協定に基づいて対応するのか。 

 

Ｑ２９～３４ 省略 



【発熱外来】 

Ａ３５．流行初期においては県からの要請後原則１週間以内、流行初期以降においては県か

らの要請後原則２週間以内に発熱外来を実施する必要があります。 

   なお、協定締結は、県からの要請があった場合に措置の実施を約束するものですが、県

からの要請は感染の状況や医療機関の状況を個別に勘案して行うため、新興感染症の流

行と同時に要請を行うものではありません。 

 

Ａ３６．対象をかかりつけ患者に限定することは可能であり、その場合は協定書の「かかりつ

け患者のみ」の項目にチェックを入れてください。 

 

Ａ３７．最低何人以上診察しなければならないという決まりはありません。協定書には各医療

機関の体制に応じて、持続的に対応可能な人数を記載してください。 

   なお、協定書の「発熱外来の対応可能数」については、対面診療を前提として記載してく

ださい。 

 

Ａ３８．抗原検査（定性、定量）は、協定における検査の実施能力には含みません。検査の実

施能力については、自院で核酸検出検査（PCR 法、LAMP 法、TRC 法、TMA 法、NEAR 法）

が実施可能な場合をいいます。 

※核酸検出検査については、医療機関内で検体の採取及び分析まで実施する検査体制の

みを想定しています（外部委託を除く）。 

Ｑ３６．診療、検査の対象を自院のかかりつけ患者に限定してもよいか。 

Ｑ３５．県の要請があった場合、いつまでに発熱外来を実施しなければならないか。 

 

Ｑ３７．協定を締結する場合、発熱外来で１日最低何人以上は診察しなければならないとい

う決まりはあるのか。 

 

Ｑ３８．検査の実施能力には抗原検査を含むか。 



※新興感染症発生・まん延時において、抗原定性検査キットが実用化されれば活用される 

こととなりますが、新型コロナ対応を踏まえると、その実用化には一定の時間がかかること

が想定されるため、核酸検出検査のみを協定における検査の実施能力と定義しています。 

 

Ａ３９．医療機関で検体の採取のみ行い、分析は外部に委託する場合は検査の実施能力の

数に含みません。 

   なお、自院で核酸検出検査を実施できない場合であっても、発熱外来の対応が可能であ

れば、協定を締結することができます。 

 

Ａ４０．上段の「発熱外来の対応可能数」欄に発熱外来で対応できる患者の総数を記載し、そ

のうち核酸検出検査を自院で実施できる件数を下段の「核酸検出検査の実施能力」欄に

記載します。なお、発熱外来として自院で核酸検出検査を実施する（完結する）場合、検査

の実施能力に係る部分は検査措置協定を兼ねることとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ４０．自院で核酸検出検査を行っている場合、「発熱外来の対応可能数」、「核酸検出検査

の実施能力」はどのように記載すればよいか。 

Ｑ３９．医療機関で検体の採取のみ行い、分析は民間検査機関等に委託する場合も、協定

における検査の実施能力に含むか。 



【自宅療養者等への医療の提供】 

 

Ａ４１．可能です。協定書において、「かかりつけ患者のみ」の項目にチェックをしてください。 

 

 

Ａ４２．業務により感染症に罹患し、補償が必要と認められる場合には、労災保険給付の対象

となる場合があります。 

 

 

Ａ４３．健康観察は、県から依頼された療養者の体温や酸素飽和度、その他健康状態の確認 

等を行うことをいいます。健康観察のみ行う場合は医療措置協定の締結及び第二種協定

指定医療機関の指定をすることはありません。 

 

 

Ａ４４．「電話・オンライン診療」は、情報通信機器を用いた診療等を指し、医療の提供にあた  

ります。一方、「健康観察」は、県から依頼された療養者に対して、体温その他の健康状態

について確認等を行うことを指します。なお、健康観察は電話での実施を含みます。 

  

Ｑ４１．かかりつけ患者や嘱託医となっている施設の療養者、平時から訪問看護を利用して

いる利用者へのみ対応する場合でも協定の締結は可能か。 

 

Ｑ４２．協定締結医療機関が、往診や訪問看護をした結果、新興感染症等に罹患した場合

の補償等はあるのか。 

Ｑ４３．健康観察とは何をするのか。 

Ｑ４４．「電話・オンライン診療」と「健康観察」の違いは何か。 



【後方支援】 

 

 

【人材派遣】 

  

 

  

Ｑ４５．省略 

Ｑ４６～４８．省略 



【個人防護具の備蓄】 

Ａ４９．２か月分の備蓄を推奨していますが、これを下回る備蓄量（使用量１か月分など）で協

定を締結することも可能です。必ず２か月分を備蓄しなければならないということではあり

ません。 

 

 

Ａ５０．病院、診療所及び訪問看護事業所においては、すべての個人防護具（サージカルマ

スク、N95 マスク、アイソレーションガウン、フェイスシールド、非滅菌手袋）について「使用

量２か月分以上」を備蓄し、協定で定めることを推奨しています。ただし、この「使用量」は、

当該医療機関の新型コロナ対応での平均的な使用量とされているため、新型コロナ対応

時に使用実績がない品目については、備蓄数が０となることもやむを得ないものと考えら

れます。 

 

Ａ５１．個人防護具は、平時から備蓄物資を有効に活用する観点から、順次取り崩して一般  

医療の現場で使用する回転型の運営を想定しているため、購入に係る費用は、医療機関

の負担とし、現時点で補助の予定はありません。なお、個人防護具の保管庫に係る整備に

ついては、財政支援が予定されています。（Ｑ１５参照） 

 

Ｑ５０．新型コロナ対応時に使用実績がない個人防護具がある場合は、当該品目について

「使用量２か月分」を０枚（備蓄数０枚）としてもよいか。 

（例） 新型コロナ対応時に、Ｎ95 マスクの使用実績が全くない場合に、N95 マスクの２か

月分の必要備蓄量を０枚とする場合。 

Ｑ５１． 個人防護具の購入は補助があるのか。 

 

 

 

 

 

Ｑ４９．協定を締結した場合、個人防護具は２か月分を備蓄しなければならないのか。 

 

 

 

 

 

 

 



Ａ５２．備蓄の運営方法は、各機関において物資を備蓄することが望ましいですが、それが困

難な場合は、優先供給契約により約定しておくことでも可能とされています。 

Ｑ５２．個人防護具の備蓄方法は、物資の取引先と提携し、有事に優先供給の取り決めをす

ること（優先供給契約）でも可能か。 

 

 

 

 

 

 

 


